
厨薮肩蓼署刀
令和元年5月8日（水）衆。文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定1 旧司法試験時代の方が、他学部の学生や社会人が

人間的な素養を実践的に身に付けながらコツコツと受験勉

強をし、多彩な法曹人材を確保できていたと思う。他方、

今回の法改正では、法学部から法科大学院に進むのが前提

となり、かえって多彩な人材を得難くなると考えるが、見

解如何。

（ (答）

1 ．平成18年度から30年度まで（の13年間）において、法科大

学院を修了して試験に合格した22， 179人中非法学部出身者が

3，935人（17.7％）を占めており、旧試験（平成元年度から平成

23年度までの23年間）中の非法学部出身者の合格者が16, 104

人中2， 126人（13.2％）であったことと比べ、割合・人数ともに

這皿しております。

(参考）非法学部出身者の1年あたり平均合格者数

○平成18-30年度:303人

○平成1－23年度： 92人（

2．今回の改正案においては、多様な人材の確保の観点から、法曹

コース修了予定者を対象とする選抜枠は各法科大学院の入学定員

の2分の1を上限とすることとし、逵学未修者の法科大学院への

進学機会を確保することとしています。



●

未修者等に対する入学者選抜3． 、ヲ 回の改T案においてはまた全 、

るほかの配慮について規定してい 、 法改正と併せた改革として、

するこ

ととしており、これらの取組を通じて法科大学院における圭隆童
からの入学者の確保を推進してまいります。

4．今後とも中央教育審議会での御議論を踏まえつつ、法曹の多様

性の確保を進めてまいります。

【担当淵熊蠅専門教育識小幡秘(内線)■値通)■■■､ (淵■■■
〔

（



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定2 多彩な法曹人材を得るためには、どのよう

な法改正が望まれると考えるか。

(答）

1 ．法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成へ

の転換は、（

陽しば司法試験に学修し、修
■ ． ■

･学校教育として体
■■ﾛ■■■

』
齢

垂 LL

了で

を整備すること

．ま務力や実践力も含めて多様な興味に応じた学修をす
る機会を確保すること

を実現することを目的としており、これまでも法科大学

院は多様な人材の確保に寄与してきたと認識していま

す。

2今回の改正案において、法科大学院において法学未修

者を含む.多様な人材を法曹として養成するという基本理
念に変更はなく、

・法学部3年と法科大学院2年のルート （3プラス2）

(‐

及び在学中受験の導入により 時間的・経済的負担の軽

減を図りつつ、

･未修者や社会人への入学者選抜における配慮義務とと

もに、 「3プラス2」における枠の上限を設定するこ

となどにより、多様性の確保にも資する

と考えており、両方が実現できる（今回の改正）案が望

ましいと考えております。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【担当調高等鮪局専門教育雛,,､幡鯏(内纈■値通) |■■■(淵■■■
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厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

想定3政府提出法案にて

誤れば今回の改正が成功し

否．どのような状況が改差

、とのC

言貢るび

の力､。

(答）

1 ．今回の改正案は、
（

7〕ｲ1

済的負担という課題を克服するために、教育の抜本的充
実や、法学部教育3年と法科大学院2年のルート （3プ

ラス2）及び在学中試験の導入、定員管理による予見性

の確保を行うものです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■

2したがって、本改正案により、

・各法科大学院における教育が充実することなどにより

･法曹志願者が増加するとともに

･法科大学院修了者の司法試験合格率が増加すること
（
などが実現し、もって

し、プロセスとしての法曹養成を経て法曹となることが
成功であると考えております。

3．なお、文部科学省においては、法科大学院教育の充実

を目指しながら、法科大学院への入学者数や司法試験合

梓 数値
■■■■■■■■■■■■
渓塁といった 票を設定して、継続的に把握・検証

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

を行っていく必要があると考えており、法改正の趣旨が

実現されるようしっかりと取り組んでまいります。

【挫課長】鰐鮪牌門鮪諦小幡秘(内線)■値勘■■■■(淵■■■■
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厨天国
令和元年5月8日（水） ,衆・文部科学委員会

川内博史氏（立憲）

問1 平成30年7月18日の自民党部会において在学中

受験について議論が行われたとのことであるが、その

際、柴山現文部科学大臣は出席していたか。また出席

していたのであればどのような発言をしたか。

（議員は、自民党古川俊治議員のフェイスブック上で

柴山大臣が部会の写真に写っていたと認識してい

る。 ）
（

(答）

1 ． 司法制度の人的基盤を担う法曹養成制度の在り方は、

我が国にとって大変重要な問題であると認識しておりま

すので、国会議員として出席しました。

2活発な議論が行われましたが、私が発言する機会はな

かったと記憶しております。

（ 注）川内議員から、昨年7月18日に開催された自民党の文部科学部会・

法務部会合同会議の議事録について、文部科学省と法務省に対して、資

料要求がありましたが、両省とも作成していないと回答しております。

【挫細高鞭關門教育課長,,噛鯏(内線)■値通)■■■. (淵■■■

1



阿天固
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

川内博史氏（立憲）

問2先日の国会答弁において、在学中受験の議論が

「漏れていた」との大臣の発言があったが、在学中受

験についても中央教育審議会で議論すべきであったと

いう認識で良いか。

(答）

1 ．在学中受験は、法科大学院のカリキュラムに密接に関

姪があり、その在り方については、即央教育審議会で専
門的に議論する必要がありますが、司法試験改正案の成

（

立後に、国会での議論を踏まえて議論すべきものであり

ます。

これまでの中央教育審議会では、 まだ議題とされてい2

ないことは事実ですので、 ｢漏れていた」と発言 しまし
たが、それは

う趣旨で述べたわけではありません。

改正案が認められれば 文部科学省では、法務省が立3．（

ち上げる司法試験の在り方を検討するための会議体とも

密接に連携しつつ、由央教育審議会において、法改正を
踏まえた法科大学院のカリキュラムの在り方を検討して
まいります。

(内線)■値通)■■■■(鮒【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

1



【参考】平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会城井議員（国民）質疑（抜粋）

（城井議員）

全く理解できません。審議会を経ずして出した法案を立法府に示して、立法府を馬鹿に

しているのですか。文部科学大臣、文部科学省も同様の問題を抱えています。この在学中

受験の部分を含めた議論について審議会で詰めていないと私は認識しておりますが、この

在学中受験の部分を、文部科学省の方でも、審議会でしっかり議論をしてから立法府へ掲

示すべきだと思いますが、文部科学大臣、ご認識はいかがですか。

（柴山文部科学大臣）

先程来お話しがあったとおり、今の法曹希望者の急激な激減というのは対応が喫緊の課

題であることから、法科大学院制度の集中的改革期間を平成30年度まで、先の3月まで

に集中的に検討するということで審議会が開催されておりました。

おっしゃる通り、その中でこの3＋2についての議論以外に、在学中受験の有無という

のは確かに議題にはなっておりませんでしたけれども、私に言わせれば、それは温塾

ていたと。だからこそ与党の方々から指摘を受けて、それを改めてこの集中的改革期

（

間にきちんと決着がつけるように、関係＠

たということから、それは、私は、代替白

はないのかというように考えております。

関係の各方面と手分けして議論をさせていただい

代替的な措置としてやむを得ない運びだったので

（

●

2
鈴pe



厨頭府蓼著刀
令和元年5月8日（水）衆。文部科学委員会

川内博史氏（立憲）

問3法科大学院協会、日弁連に文書の形で正式に意見照会

し、文書の形で申し入れを受け取ったか。

(答）

1 ．御審議いただいている法案のうち、法科大学院に関わる事項に

ついては、法科大学院教員や法曹三者等を構成員とする中央教育

審議会法科大学院等特別委員会において、御審議いただいたとこ

ろであり、産科大学院協会や日弁連に文書の形で正式に意見照会
（

をしたことや、 文書の形で正式に申し入れを受け取ったことはあ

りません。

． また、司法試験の受験資格は、法務省所管の司法試験法で規定

されており、在学中受験の導入の是非は法務省が判断する事項で

あり、その導入に当たり、法務省が各方面との調整を進めました。

文部科学省からも、法科大学院協会に直接、司法試験制度の見

直しを了解する旨の意向を確認しましたが、日弁連も含め文書の

形で正式に意見照会をしたことや、文書の形で正式に申し入れを

2

（
受け取ったことはありません。

匡問易~訓
■(直通)■■■■(携帯）【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

1



更問1 法科大学院協会のニュース・レターでは、昨年9月

20日に協会執行部が文部科学省・法務省に対して申し入れ

をしたとあるが、申し入れは受け取ったのか。

（答）

法科大学院協会の申し入れは、口頭で行われてきたと認識してお

ります。

守別【槌課長】高等鮪開撫雛,,幡鯏(内線)■値通)■■■■､ (携帯

（

更問2法科大学院協会や日弁連とのやり取りにおいて、資料を

受け取ったことはあるのか。

(答）

法科大学院協会や日弁連とは、断続的に様々な点についてやり取

りを行っており、その中で、会員向けのレターを受け取ったこと

はあると認識しております。

（

【担当綱高鞠育牌門鮪諦小幡秘(内線)■値通)■■■､ (淵■■■

2



厨天国
令和元年5月s日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定1 本法案で実現を目指す改革の方向性の決ま

り方について、大臣の見解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．本法案のうち、文部科学省が所管する法科大学院改革

に関わる事項（法科大学院教育の充実、法学部3年と法
（
科大学院2年のルート (3プラス2) )については、中

央教育審議会における議論を踏まえ改正案を提出したと
ころです。

2また、在学中受験資格の導入については、司法試験法

を所管する法務省において検討する事項でありますが、

法務省では、司法試験制度の見直しに当たり、特定の審

議会での議論を経ることは予定しておらず(注) 、今回の

見直しに当たっては、 文部科学省や最高裁判所との協議

のほか、法科大学院協会及び日本弁護士連合会との意見
（ 交換を行いながら法 したと承知しております。

(注）現行司法試験に関し、短答式試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成26年の

司法試験法改正の際も、審議会の議論を経ていない。

e.文部科学省としても、在学中受験資格の導入につい
て、法務省からの協議を受けて検討を進め、 法科大学院

であり、五協会等とも直接意見交換を行ってきたところであり、

の検討プロセスは適切なものと認識しております。

灰貢記~引

1



4．なお、今回の在学中受験資格の導入は、法科大学院に

大きな影響を及ぼすものであり、おける教育に カリキュ

ラムの在り方については中央教育善 議会で専門的に議論

する必要がありますが、司法試験法改正案の成立後に、

国会での審議を踏まえて議論すべきものであることか

ら、中央教育審議会で事前に議題とすることは予定して

いませんでした。
g■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5今回の連携法改正案において、法科大学院における教

育の充実のため、法曹となろうとしている者に共通して

必要とされている学識及びその応用能力等を段階的・体

系的に酒養すべきことを規定しており、連携法及び司法

試験法の改正が実現すれば、これらの法改正を踏まえ
て、在学中受験に対応した法科大学院のカリキュラムの

在り方等について、中央教育審議会において、しっかり

と検討してまいります。

（

【担豐細高等鮪局専門鮪課長小幡秘(肉細■値通)■■■■､ (淵■■■

／
Ｉ
、
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厨天国
令和元年5月s日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定2 中立性の確保ができていない「在学中受

験」の議論について、改めて審議会を経て、中立性

をしっかりと確保した上で出し直すべきと考える

が、大臣の見解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ． （先ほど答弁した通りですが、 ）在学中受験資格の導（

入の是非は、 法試験法を所管する法 においては、胃省
■■■■■

ロ

司法試験制度の見直しに当たり、

を経ることは予定しておらず(注）

特定の審議会での議論

、今回の見直しに当た

っては、 最高裁判所との協議のI目
今
今

大学院協会及び日本弁護士連合会との意見交換を行いな

空ヱ旦迭室したと承知しております。
(注）現行司法試験に関し、短答式試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成26年の

司法試験法改正の際も、審議会の議論を経ていない。

2したがって、中立性が確保されていない議論のまま

に、法案を提出したとの指摘は当たらず、今回の法案を

改めて出し直す必要があるとは考えておりません。

（

3．なお、在学中受験資格導入は、 法科大学院における教

青に大きな影響を及ぼすものであり、カリキュラムの在

り方については中央教育審議会で専門的に議論する必要

がありますが、司法試験法改正案の成立後に、国会での

審議を踏まえて議論すべきものであることから、中央教

育審議会で事前に議題とすることは予定していませ世で
した。

灰貢勗~引



今後、改正案が成立した際には、法改正を踏まえて、4

在学中受験に対応した法科大学院のカリキュラムの在り

方等について、中央教育審議会においてしっかりと検討

してまいります。

【担当調鰐鮪牌門縮諦,,幡鯏(内繍■値通)■■■(淵■■■

庫問勗~訓
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ｒ
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更問1 在学中受験について「与党の部会の議論を踏

まえて決めた」との答弁があったが、中立性を欠い

ており問題ではないのか。

(答）

1 ．与党の部会の場において、在学中受験が議題となった

ことは事実です。

2しかしながら、在学中受験資格の導入については、法

務省において、文部科学省や最高裁判所との協議のほ

か、法科大学院協会及び日本弁護士連合会との意見交換

を行いながら決定したと承知しております。

（

3．また、 蒜

よい

■■■■■■■■■■■■■■■

法試験制度の見直しを了解する旨の意向を確認し、カリ

キュラムの在り方について意見交換存行ったところで

す。

4． したがって、与党の部会後、意見交換や協議を様々に

行いながら、慎重に検討を進めて方針を決定したもので（

｢中立性を欠いており問題である」との指摘は当あり、

上_こ_垂上』と考えております。

【担豐淵高舗育局専門鮪識小幡瓢(崎)■値通)■■■(淵■■■■

3

口
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大学

文部

更問2一般の大学における早期卒業や、大学。

院への飛び入学については、制度創設に当たり

科学省の審議会で検討したのではないか。

(答）

1 ．大学における早期卒業、大学。大学院への飛び入学に

ついては、当時、文部省専管事項として、文部大臣から

それぞれ審議会に諮問の上、審議会答申として提言され

たものであり、当該答申を踏まえ、文部省において法令
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

改正を行い創設された制度です。C

(参考）

①大学における早期卒業 平成10年の大学審議会答申

②
③
大学への飛び入学 平成9年の中央教育審議会答申

::昭和63年の大学審議会答申大学院への飛び入学

2他方、今般の改革案中、在学中受験の是非について

は、司法試験制度の見直しとして司法試験法を所管する

法務省が決定する事項であり、 司法試験の実施時期。内
Ｐ
恥 容等、司法試験制度全般にも関わるものであることか

導入の是非そのものにつき中央教育審議会において
～

jつ、

臺前に議題とすることは予定しなかったところです。

【担贄調鵲教調専門識育課長↓,､幡鯏(内線)■(直通)■■■(携榊■■■■

4



更問s今回の飛び入学に係る制度創設に当たり、文
部科学省の審議会で検討したか。

(答）

1 ．今回の飛び入学制度の改正については、虫央教育審議
会法科大学院等特別委員会及び大学分科会において御議

論いただき、その議論を踏まえ、改正案を提出したもの

です。

（

脳淵高鞠育牌門鮪諦小幡鯏(内線)■値通)■■|■■､ (携榊■■■■

（

5



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定3改革期間を延長して「在学中受験」の部分

の議論をきちんと尽くしてから政策実行すべきと考

えるが、大臣の見解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．在学中受験資格の導入については、司法試験法を所管

する法務省として、関係機関との意見交換、意見調整を

含め、必要な検討を尽くした上で法案を提出しており、

法案提出に至る検討のプロセスは適切であると考えてい

（

ます。

2今般の法科大学院改革については、政府の法曹養成制

度改革推進会議において、平成27年6月に、法曹養成制

度改革推進会議決定として、平成30年度までを法科大学

院集中改革期間と位置づけ、必要な取組を進めることと

されたことを受けたものです。

（

3． この政府方針を前提に、関係省庁は勿論、関係機関

も、この集中改革期間を念頭に置いて必要な検討と取組

を進めてきたところであり、法曹志願者回復に向けた取

組が喫緊の課題であることからしても、その改革期間を

延長することは相当でないと考えています。

灰貢遍~訓

1



4．なお、塗科大学院における教育に大きな影響を及ぼす
造血であり、カリキュラムの在り方については中央教育
審議会で専門的に議論する必要がありますが、司法試験
法改正案の成立後に、国会での審議も踏まえて議論すべ

きものであることから、 中央教育審議会で事前に讓匙

することは予定していませんでした。

今後、改正案が成立した際には、法改正を踏まえて、5

在学中受験に対応した法科大学院のカリキュラムの在り

方等について、中央教育審議会において、しっかりと検

（ 討してまいります。
■■■■■■

【担当識】鰐教韻専門鮪課長小幡瓢(内線)■値通)■■■■､ (淵■■■■■

（

2



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定4 「在学中受験」の議論の中立性の確保を確

実に確認するまでの間、 「在学中受験」は実施すべ

きではないと考えるが、大臣の見解如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．在学中受験資格の導入については、法務省として、関

係機関との意見交換、意見調整を含め、必要な検討を尽

(‐

〈した上で、法案提出したものであり、その検討プロセ

乙｣主適塑なものと考えています。

2． したがって、 これまでの議論の確認や更なる議論をす

相当でないと考えております。

3．なお、改正案が成立した際には、

・司法試験の在り方については、今後、法務省におい（

て、文部科学省のほか、大学関係者や法曹実務家等を

が行われる5＝藷 證禧 翌な竜.：

予定であり、

等において啓語
■

も、

るカリキュラムなどについて具体の検討を進めてまい

ります。

【挫淵高鋤育購門鮪雛小幡秘(内繍■値通) |■■■､ (淵■■■
ｰ

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定ら未修者教育の充実に向けた環境整備につい

て、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院において、未修者など多様な人材を法曹とし

て養成するという役割は重要であると考えており、今回の(‐
改正案においては法科大学院入学者の多様性の確傷 を－

層促進するため、入学者選抜の時期・方法等について、未
■■■■■■

修者などに対する配盧 を規定することとしています。

(参考） 考えられる未修者への配慮の例

･各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

･法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

2さらに、法改正と併せた改革として、

①未修者教育への支援を含むメリハリある予算配分(※,）

の継続や、
■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■

②憲法､民法､刑法で構成される｢共通到達度確認試験
〔

(※

星』_Lの本年度からの本格実施
といった取組を推進するなど、未修者教育の充実に向けた

。

(※1）

国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金において、司法試験合格率や

定員充足率等の客観的指標に基づき法科大学院を3類型に分類し、基礎額算定率を設

定するとともに、各法科大学院から提案された取組内容に応じて加算率を設定。

(※2）

各法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行うことができるよう、全法
科大学院が共通の問題を用いて統一的に学生の到達度を確認するための試験。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■
1



厨天国
令和元年5月s日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定6期間短縮の中で未修者がキヤッチアップでき

る仕掛けについて、大臣の見解如何。

(答）

1 ．未修者については、 1年次で法律の基本的な科目を履

修した上で、本年度から本格実施される「共通到達度確
(‐
認試験(※) 」_を経て、2年次に進級することとなります。

(※）各法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行うことができるよう、

全法科大学院が共通の問題を用いて統一的に学生の到達度を確認するための試験。

今後、 中央教育”議会法科大学院等特別委員会におい2

いただ

〈とともに、未修者・社会人の入学者割合や司法試験合

し、継続的に把握・検証を

行い、未修者教育の改善・充実をしっかり進めてまいり

ます。（

(内線)■値通)■■■(携帯)■■|■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

1

~



厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定フ 「在学中受験」は司法試験科目だけが法曹に

必要、との実態に変わっていく可能性が極めて高いと

考えるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ．今回の改正案においては、在学中受験を念頭に置いた

法科大学院教育の充実だけでなく、在学中受験の先も見

通した教育の充実も規定しており、具体的には、 「専門

的学識及びその応用能力の基盤の上に酒(かん)養すべき

（

将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素

養」を教育すべきこととしています。

2加えて、法科大学院の在学受験資格により司法試験を

受験し合格した学生については、司法試験の合格に加え

て法科大学院の修了を司法修習生の採用要件としており

ます。

（

3．法科大学院において、各学生が、

①法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力
や、

②法律に関する実務の基礎的素養、

③国際的な分野など展開・先端的な臺様な分野の学識等
それぞれのニーズに応じて幅広い分野を学修する充実し
た機会が得られるよう、文部科学省としても各法科大学

院を支援してまいります。

【擢豐課長'高鞠弱専門鮪諦,,墹測(崎)■値通)■■■■(淵■■■■

1



冠玉圓
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井
出
■■■■■

季氏（国民）

問想定8法科大学院を修了せずに司法試験を受けられ

るとなると、法科大学院の教育が不要となるのでは

ないかとの懸念について、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院は、 ｢プロセス しての法曹養成制度の中

核として、質・量ともに豊かなプロフェッションとしての
■■■■■■（

迭豊の養成を目指して創設されたものです。

2．法科大学院が、 法曹として必要な理論と実務能力を培う

壜であることは､今回の改正案による在学中受験資格の導
入後も 可ら変わるものでは3 りません。

3． 司法試験を受験する学生にとっては、

・童鐘建に､ .より実務に即し自身の関心に沿った学修を行
うことが可能となること

・亘法修習生’は法科大学院修了が採用要住となること
から、 「プロセス」としての法曹養成制度の中核である法

■■■■■■

（

科大学院教育の理念に反するものではないです。

【担当淵舗教韻専門教育課長小幡秘(内線)■(剛■■■■(淵■■■■

1



歴玉豆
令和元年5月8日（水）衆。文部科学委員会

城井 崇氏（国民）

問想定9法科大学院の意義が活かされない状況を本法

案による制度変更で起こしてしまう恐れを払拭する

裏付け如何。

(答）

1．在学中受験資格の導入が法科大学院の意義を失わせる

《。 ものとならないことを担保するため、法改正後の法科大
一

学院におけるカリキュラムの在り方について、今後しっ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

かりと検討を行っていく必要があります。
－－ －

2今回の改正案では、

。司法試験法の改正により在学中受験資格を導入するこ

とともに、

･連携法の改正により、法科大学院における教育の充実

のため、司法試験で問われる学識や将来の法曹として

の実務に必要な学識等を段階的かつ体系的に酒養すべ

きことを規定することとしており、
《‐ 改正案が認められれば、法務省が立ち上げる司法試験の

在り方を検討するための会議体とも密接に連携しつつ、
中央教育審議会において、法改正を踏まえたカリキュラ

ムの在り方をしっかりと検討してまいります。

【担当課長】高轍青局専門教育課長小幡泰弘(内線)■値通)■■■､ (携帯) ’ 。

1



厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定10法科大学院入学後の最初の1年間の学習

内容如何。

(答）

1 ．今回の改正案において、大学の責務に係る規定の改正に

て酒養すべき学識等より、法科大学院におい 具体的に規
(＝
定することとし、
■I■■■■■

・司法試験で共通して問われる学識とその応用能力

･司法試験の選択科目として問われる専門的な法律の分野

に関する学識とその応用能力

等のほか、司法試験の出題範囲・レベルにとらわれない、

将来の法曹としての実務を見据えて酒養すべき学識等を

規定しています。

2法科大学院入学後の最初の1年間（未修1年次）は、司
法試験で共通して問われる法イ 基本科目の学識の修得を

．、入学者に求目指した内容を中心に各法科大学院において、入学者に求

める能力に応じた教育が実施されることが想定されてい

(メ

ます･

(参考）

・法律基本科目 憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法

【担豐淵熊鮪局専門縮繰長小幡職(内線)■､値勘|■■■､ (携帯)■■■■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定1 1 翌年に司法試験受験を控える既修者1年

次（法科大学院2年生）のカリキュラム如何。

(答）

1 ．翌年に司法試験受験を控える既修者1年次（法科大学院

2年生）は、司法試験で共通して問われる法律基本科目の
(＝
学識の修得存前提に、

･その応用能力や、

･司法試験の選択科目と して問われる専門的な法律の分野

に関する学識とその応用能力修得

を目指した内容を中心に各法科大学院において、学生の知
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

識の定着度等に応じた教育が実施されることが想定され

ています。

【挫課長】高舗育局専門鮪誌小幡瓢《内纈■(鯛|■■､ (携帯)■■■（

Ｉ

1



冠五画
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定12未修者2年次（法科大学院2年生）のカ

リキュラム如何。

(答）

1 ．未修者2年次（法科大学院2年生）は、既修者1年次（法

科大学院2年生）と基本的には同じカリキュラムが実施さ(＝
れることが想定されています。

2しかしながら、未修者コースの学生の中には在学中受験

､ら、各法科大学院には、学
I■■■■■■

したカリキュラム編成をお

を希望しない学生もいることから、

願いしたいと考えています。

（

【挫淵高輔育開門鮪諦小幡泰弘(内線)■値通)■■■《携帯)■■■■

1

H
= 。

■

画

－
４



厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定13在学中に司法試験に合格できても法科大学

院を修了しないと司法修習生になれない制度設計にお

いて、学生に司法試験合格後の授業料を支払わせる意

味について、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院においては、在学期間である3年間あるい

は2年間を通して、法曹として必要な学識やその応用能

力、実務の基礎的素養や弁論能力等がしっかりと酒養さ

れることが重要であり、文部科学省としては、在学中受

験の前後に関わらず､各法科大学院において授業料に見

合った充実した教育を学生に提供することが求められ

（

るものと理解しています。

2在学中に司法試験に合格した学生についても、司法試

験の後に、より実務に即し自身の関心に沿った内容の科

目（展開先端科目）を履修させることとしており、授業
〔

料に見合った教育が提供されるものと理解しておりま

す。

【担当淵高等鮪熊門鮪誌小幡瓢(内線)■､値通)■■■■■､ (淵■■■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定14法曹養成連携協定の締結や連携法曹基礎

過程の設置の奨励について、大臣の見解如何。

(答）

1 ．今回の改正案における連携法曹基礎課程（法曹コース）

の制度化は、優れた資質・能力と明確な法曹志望を有する

学生が、法学部在学段階から、幅広い学修を行いつつ、法（

科大学院と一貫した教育を受けることができることとす

るものです。

2これにより、同じ大学の法学部と法科大学院だけではな

く、例えば、法科大学院を有しない地方大学と法科大学院

の連携も可能となっており、 学部在学中から法曹を目指す
若者のニーズに幅広く応えることができる制度であると

認識しております。文部科学省としては、法曹コースのた

めのガイドラインの策定等を通じて、各大学・大学院にお

ける法曹コースの設置を奨励してまいります。
（

【担当淵舗鮪局専門鮪課長 ,'幡測(内線)■値通)■■■､ (淵■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定15法科大学院と法学部が一体となった法学

教育への国の支援、特に財政的支援について、大臣

の見解如何。

(答）

1 ．文部科学省では、平成2フ年度予算から「公的支援見
直し強化・加算プログラム」を実施し、法科大学院にお
対する国立大学法人運営費交付金や私学助成のメリハリ

亜亙玉篁亘旦金堂通_皇エ、法学部との連携も含め各法科大

（

学院における教育の 鬘の向上のための取組を促進してお

ります。

2本プログラムについては、本法案の御審議等も踏まえ
必要な見直しを行いつつ、

大学院教育の更なる充実、

法学部との連携をも含め法科

改善を促すため、継続してま

いりたいと考えております。

（

【担当細譜鮪局専門教育課長小幡瓢(内線)■(剛■■■■■､ (齢)■■■■

1



厨天園
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

(答）

1 ．大学院の入学者選抜については、(‐ 公正かつ妥当な方法に

より、適切な体制を整えて行うべきものであり、今回の改

正案でも、制度化する連携法曹基礎課程からの学生の入学

者選抜に関して「入学者の適性の適格な評価に配慮した公

平な入学者選抜を行うこと とされていること」と規定して

います。

2この規定を踏まえ､入学者選抜の公平性の確保も含めた、

連携法曹基礎課程のためのガイドラインを、法案成立後に

策定し、各大学の適切な対応を促してまいります。

（

【担豊淵舗鮪局専門鮪諦小幡瓢(淵■値通)■■■■､ (淵■■■■

1



冠王国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井
出
一

季氏（国民）

問想定1フ大学が連携法曹基礎過程の設置に伴う大学

の早期卒業制度の導入を行うにあたり、法科大学院へ

の進学を早期卒業の要件とすることについて、大臣の
見解如何。

(答）

1 ．一般的に、早期卒業制度は、 3年等で卒業に必要な単

位を各大学が定める優秀な成績で修めることができ、か

つ、本人が希望する場合に大学の判断で適用されるもの

であることから、卒業後の進路がどこであるかは、早期

（

卒業の条件では勘 りません。

2今回の改正案によ

院への進学、すなわすなわ

ら連携先の法科大学る法曹コースか

ちSプラス2の場合、早期卒業の活

用を念頭に置いており、法学部と法科大学院との連携協

定の認定基準の中でも、文部科学省令において、早期卒
業に関する規定を設けることを予定していますが、法曹

コースを卒業する学生が必ず法科大学院へ進学するといC

う制度設計にはなっておりません。

(内線)■値通) |■■､ ｡(淵■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

1



冠玉画
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井 崇氏（国民）

問想定18入学定員総数の上限を定める意義につい
て、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院については、修了者の司法試験合格率の低

鑿といった要因により、志願者や入学者の減少が続いて
いますが、その理由の一つとして、法科大学院制度創設（

時において、 入学定員の総数の上限を定めずに設置基準

を満たしたものを一律に認可し、 過大な定員規模となっ

たことが挙げられると認識しております。
■■■■■■■■■■■■■■■■■

2そのため、今回の改正案においては、法科大学院の入

学定員の総数について、法科大学院制度を所管する文部

科学大臣と司法試験制度を所管する法務大臣が協議の

上、＝定の上限（現状の2,300人程度つを設定して制度

的に管理し、法科大学院入学から司法試験合格までの予■■

測可能性を担保することとしております。
（

【挫課長】鰐教育局専門教育課長小幡秘(内線)■値通)■■■(淵■■■

●

1
･



冠玉画
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井
畠
■■■■■

季氏（国民）

問想定19社会の法曹ニーズに見合う人数如何。

(答）

, 、法科大学院の入学定員の総数を現状の2,300人程度を上

限に設定することとし、当面これを上限に法科大学院教育

の改善・充実に取り組んでまいりたいと考えています。
（

今後、法科大学院教育を所管する文部科学大臣と司法試2

の上､入学定員を制度的
社会状況、求められる法に管理することとし、法曹需要や社会状況、求められる法

曹の質といった観点から、適宜、必要な見直しを行ってま

いります。
～

【掴贄淵高等教弱専門鮪誌小幡瓢(内線)■値勵■■■■､ (淵■■■

（

1

I 人I



厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定20文部科学大臣答弁「法科大学院は定数管

理する」と、法務省答弁「司法試験は一定数の合格

としない」の矛盾について、大臣の見解如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．法曹養成制度改革推進会議決定においては、
・国法試験合格者数について、当面、 1,500人程度は輩出
されるよう、必要な取組を進めること

・法科大学院修了者のうち、累積合格率で概ねフ割程度が

(＝

司法試験に合格できるよう充実した教育が行われること

を目指すこと

とされていることから、文部科学省としては、当面は現

状の2,300人程度を上限として定員管理を行うことが必

要と考えており、その旨答弁したものです。

2－方、法務省は、輩出される法曹の規模として「1,500

人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め」ることと
推進会議において決定されていることを踏まえ、司法試

験委員会においても、毎年の司法試験の合否判定を行っ

ているものと、法務省として認識しつつも、あくまでも

（

司法試験の合否判定は毎年、実際の試験結果に基づいて

司法試験委員会によって行われることを踏まえて「予め

決められた一定数を合格させる試験ではない」旨の答弁
を行ったものと承知しています。

灰貢勗~訓

1



3． したがって、

るよう、必要オ必要な取組を進め」るとされた推進会議決定を

踏まえており、両省の答弁に、矛盾があるとは考えてお
りません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

秘(内繍■値通)|■■■､ (携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

（

（

2



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定21 大学院への飛び入学の要件の拡充の影響如

何。

(答）

1 ．今回の連携法改正案においては、法曹資格取得までの時

間的・経済的負担の軽減に資するため、早期卒業を前提と（
した法学部3年の法曹コースと法科大学院2年のルート

(3プラス2）を推進することとしています。

2加えて、今回の学校教育法改正案では、大学院への飛び

入学の可否を判断するに当たり、これまで学部成績だけが

判断材料であったものに､法科大学院における既修者認定

試験も活用することができるとしております。

3． これにより、例えば、法曹コースを設置していない大学

の法学部の学生が、学部3年で法科大学院に進学を希望す
（
る場合に、既修者認定試験の結果を活用して、飛び入学に

より法科大学院への入学が可能になると考えられます。

｜
なお、早期卒業は学部卒業（学位取得）になりますが、

飛び入学については学部中退の扱いとなります。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定22法科大学院在学中における司法試験の受

験資格の付与について、大臣の見解如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．法科大学院在学中受験資格に基づいて司法試験を

受験し、これに合格した者については、司法試験の
（

合格に加えて法科大学院の修了を司法修習生の採用

要件とすることとしております。
■■■■■■■■■■■■■

2さらに、法科大学院の最終年次に司法試験を受験し

た後、
■■■■■■■■■■■■■
より--務に即し 自身の関心に沿った学修を行

うことが可能となることからすると、むしろ、プロセ

スとしての法曹養成制度の中核である法科大学院にお

ける教育の充実に資する仕組みであると認識しており
（ ます。

3． このように、在学中受験資格の導入後も、法科大学

院は、プロセスとしての法曹養成制度の中核として、

将
l■■■■■■

写叩も

とし碧な蝉謂

ての役割を担うものであります。

(内線)■値適)■■■(携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

やむを得ない理

場合に、不当に

菫の見解如何。

(答）

1 ．在学中受験資格により司法試験を受験し全合格した者
（ については、その後、法科大学院課程を修了しなけれ

ば、司法修習生として採用されないこととなります。

2これは、①法科大学院課程修了資格により司法試験を

受験・合格した者との均衡という観点からも、②法科大
学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度を適切

に機能させるという観点からも、必要な制度設計である

と考えております。

（ S.在学中受験資格で司法試験を受験し、合格した後に、

､事情によやむを得 なし り、法科大学院をその年度に修了

することができなかったとしても、休学や留年等によ

り、翌年度以降に当該法科大学院の課程を修了すること
によって、司法修習生として採用されることは可能で

格
と
合
い
し
な
験
は
受
で
を
の
験
も
試
る
法
な
司
に
で
果
格
結
資
な
験
酷
受
に
中
度
学
過
在
、
。

、
て
す

て
つ
ま

つ
と
い

が
に
て

た
者
し

。
し
た
解

す
し
理

濤I
【挫綱高轍育局専門鮪諦小幡瓢(肉細■値通)■■■■､ (淵■|■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定24予備試験を「国家的模擬試験」のように

受験している実情如何。 （同旨法務省）

ｊ鐘曰く

予備試験制月局八 圃天巾！ 度の現状については、平成27年6月の法1

曹養成制度改革推進会議決定においては、その受験者の

半数近くを法科大学院や大学生が占める上、予備試験合

格者の多くが法科大学院在学中の者であるなど、制度創
設の趣旨と現在の利用状況がかい離しているとの指摘が

（

されているところです。

2文部科学省としては、まずは今般の法科大学院改革を

しっかりと進めることが最優先 と考えており、予備試験

かかる改革の実施状況等については、法務省において、

を踏まえ、必要な検討が行われるものと考えています。（

秘(内繍■(剛■■■(携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

1



厩天固
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定25予備試験からの合格者増の要因如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．予備試験合格資格による司法試験合格者の数が年々増

加していることは事実です。

（

2文部科学省としては、法曹を目指す多くの学生が、時

間的・経済的負担が大きいと感じるようになっているこ

とも踏まえ、 今回の法改正によ叺法科大学院教育の充

時間的・経済的負担の軽減を図りたいと考実とともに、

えております。

(参考）予備試験合格資格による司法試験合格者の推移

平成24年58人

平成25年 120人

平成26年 163人

平成27年 186人

平成28年235人

平成29年290人

平成30年336人

（

腱細高轍調専門縮課長小幡瓢(内線)■値通)■■■(淵

1



厨天国
令和元年5月s日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定26予備試験経由の法曹の評価如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ． （予備試験合格資格により司法試験を受験・合格した者

の法曹としての資質・能力等について、様々な見方がある

ことは承知していますが、 ）文部科学省としては、司法試

験に合格し、さらに司法修習を経て法曹資格を取得した者

(=

については、予備試験合格資格により司法試験を受験。合

格したか、法科大学院修了資格により司法試験を受験・合

格したかを問わず､法曹として備えるべき能力を身につけ

工上』ゑものと考えています。

．法曹としての能力は、個々人の能力や資質のほか、業

形態や専門分野、実績、自己研鎖の努力等によって評価

れるべきものであり、予備試験合格資格により司法試験

受験・合格した場合と、法科大学院修了資格により司法

験を受験・合格した場合とで、法曹としての能力や有り

を、総体として比較評価することは困難であると考えて

ます。

務
さ
を
試
様

〆
尽

い

【担雪淵高轍育騨門鮪識小幡瓢(肉細■(剛■■■■､ (携榊■■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定2フ予備試験の必要性について、大臣の見解

如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会議決定で述

くられているとおり、（

に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により、

法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための途

を確保するためのものと位置付けられており、現在にお

いても、そのような法曹資格取得のための途を確保する

必要があり、予備試験制度は必要であると考えていま

す。

2もつとも、予備試験制度については、推進会議決定に

おいては、その受験者の半数近くを法科大学院や大学生

が占める上、予備試験合格者の多くが法科大学院在学中

の者であるなど、制度創設の趣旨と現在の利用状況がか

い離しているとの指摘もされているところです。

（

3．文部科学省としては、まずは今般の法科大学院改革を
しっかりと進めることが最優先と考えており、予備試験

については、かかる改革の実施状況等を踏まえ、法務省
■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■

において必要な検討が行われるものと考えています。

鯛高鞘韻専門教育雛小幡鋤(内線)■値通)■■■■(淵■■【裡豐鯛高鞘育局専門鮪諦小幡鋤(内線)■値通)■■■■(淵■■■■

1



厨天国
令和元年5月s日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

更がある

､るのて

格
価
合
上
釆率
い

主の幣如何『

(答）

1 ．現行の法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹（
養成制度においては、

一
一
に合格することを求めています。

2このような予備試験の存在は、司法試験の受験を不当に

制限したり排除したりするものではなく、プロセスとして

の法曹養成制度の趣旨を守りつつ、幅広い法曹資格取得の

ための途を確保しているものであり、御指摘は当たらない
（
ものと考えています。

■､ (鯛|■■■(淵■■

庫闇記~羽

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

1

＞■

･ノ



｢露悪
（答）

予備試験合格者は、法科大学院修了者と同様の能力

及び資質を有していると判断されたものであり、司法

試験考査委員の合議による判断に基づいて司法試験委

員会が司法試験の合格者を決定するに当たり、法科大

5受憩 塔宅

浅の口琶 b) C

(‐

学院修了資格に基づく受験者と予備試験合格資格に基

づく受験者とで異なった取扱いは行われていないもの

と承知しています。

【挫淵高鞠韻専門鮪課長小幡瓢《燗■値通)■■■、 (淵■■■

庫藺扇~訓
（

2



更問2予備試験は、その合格者数を不当に制限しすぎ

ではないか。

（答）

（繰り返しになるが）予備試験は、法科大学院修了者

と同程度の学識能力等を有するかどうかを判定すること

を目的として行われるものであり、その判定に当たる予

備試験考査委員の合議においても、その後の司法試験委

員会の決定においても、実際の試験結果に基づいて適切

に合格者の判定及び決定を行っているものと承知してい

ます。したがって、不当に制限しているとの御指摘は当

たらないものと考えています。

（

【鵬課長】高鞠育島専門鮪諦,噸瓢〈内線)■値通)■■■■､ (淵■■■

（

3



厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定29司法試験が屋上屋を重ねる形になってい

ることによる、予備試験受験生の負担について、大

臣の見解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．予備試験は、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（ んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者に

も法曹資格取得のための途を確保するものです。

したがって、予備試験は、司法試験を受けようとする者

が法科大学院の課程を修了したものと同等の学識及びそ

の応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有す

るかどうかを判定することを目的として実施され、法科大

学院課程修了者との同等性を確認する試験であると認識

しております。

2他方で、司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となる
■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(，

うとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかど

うかを判定する ことを目的とするものです。

したがって、予備試験と司法試験は、その目的や位置付

けを異にするものであり、予備試験を経由した者について

は、予備試験を通じて法科大学院修了者との同等性を確認

された後に、司法試験を受験することは当然に予定されて

いると考えています。 （したがって、予備試験と司法試験

が屋上屋を重ねるという批判は当たらないものと理解し

ています。 ）

灰貢易~ﾛ1

1



S.仮に、法曹になろうとする者に、何らの条件や制約を付

すことなく、広く司法試験の受験資格を認めるとすると、

それは法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養

成を見直すものであり、司法試験による「点」の選抜を実

施しようとするものにほかならないことから、そのような

制度見直しは相当でないと考えています。

軸(内線)■値通)■■■■､ (淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

（

（
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厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定S0法科大学院在籍者でありながらプロセス

による法曹養成をくぐらない学生の人数如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．文部科学省の調査では、予備試験合格資格に基づく司
〔二 法試験合格を理由に法科大学院を中退した者は、平成

29年度実績で75人であったと承知しています。

(参考1）文科省から各法科大学院に照会して実施した調査結果

○予備試験合格を理由とした中退： 21人（平成29年度）

○司法試験合格（予備試験合格資格）を理由とした中退： 75人（平成

29年度）

(参考2）平成29年予備試験合格者について

・最終合格者444人

うち，予備試験出願時である前年度の属性で

法科大学院在学中の者109人

（うち，法科大学院1年在学中の者 4人

同2年在学中の者104人

同3年在学中の者 1人）

（
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【挫細高轍育開門教育課長小幡瓢(内線)■(剛■■■■(淵■■■
（

(‐
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厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定31 予備試験に合格し司法試験にも受験した

者の人数、うち退学した者の人数、今後の政府の対

応について、大臣の見解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．予備試験合格資格で司法試験を受験した者の数は、平成

29年が400人、平成SO年が433人でありますが、

一方､予備試験合格資格で司法試験に合格したことを理由

とした退学者の数は､平成29年度が75人であったと承

知しています。

(‐

2予備試験制度の在り方については、平成2フ年6月の法

曹養成制度改革推進会議決定において､予備試験について

は､その受験者の半数近くを法科大学院生や大学生が占め

る上､予備試験合格者の多くが法科大学院在学中の者であ

るなど､制度創設の趣旨と現在の利用状況がかい離してい

るとの指摘がされています。

(‐

3．文部科学省としては、 まずは今般の法科大学院改革をし

つかり進めることが最優先であると考えており、予備試験

については、かかる改革の実施状況等を踏まえ、法務省に

おいて必要な検討が行われるものと承知しております。

(内綱■､値通)I■■■■､ (淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘
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厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

曝露
すゐ陸のb言l｣を占め名

学運営菅交付寺

の取り扱い卯1可、

(答）

1 ．最新の実績値である平成29年度のデータでは、法科大

学院在籍者4,755人のうち、48．5％に当たる2,305人が、

（

各大学がそれぞれに定める基準で実施する給付型奨学金

や授業料減免、または日本学生支援機構の貸与型奨学金な

どの経済的支援を受けております。

大学院生への授業料減免措置につきましては2このうち、

現在も国立大学法人運営費交付金等を活用し、実施してい

るものと承知しており、引き続きしっかりと対応してまい

りたいと考えています。
（

(参考）平成30年度入学者選抜を実施した法科大学院の授業料（年額）の平均額

国立大学80.4万円、 私立大学97.6万円

(参考）国立大学・私立大学に対する授業料減免措置（2019年度予算額）

国立大学法人運営費交付金：365億円（うち大学院生：92億円）

※大学院生を含めた免除対象人数：6万6千人（うち大学院生： 1万7千人）

私立大学等経常費補助金： 177億円

※大学院生を含めた免除対象人数9万6千人

【担貴淵高轍鯛専門縮課長小幡測(内線)■値通)■■■■(淵■■■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定33法科大学院でリカレント教育を積極的に

行っていくことについて、大臣の見解如何。

(答）

1 ．各法科大学院が、それぞれの特色を生かして、 リカレン

ﾄ教育を含む多様な教育を行い、有為な人材を育成・輩出
（
することも重要であり、 リハリある予算配分などを通じ
て、こうした取組 してまいります。

、具体的には、例えば、

・慶応大学においては、グローバル企業・国際機関の

リーガル・スタッフ等の養成を目的とした専攻の設
置

・早稲田大学においては、公益活動の担い手や社会的

企業家の育成を目指すコースの設置

等の取組があると承知しております。
（

【挫淵鯛鮪局専門鮪課長 /l幡鯏(内線)■値通)■|■■■(携帯)■■■

1



厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問1 連携法に第4条第1～4号を新設した理由如

何。また各項は司法試験科目とどのように関連して

いるのか。

(答）

1 ．現行の連携法第4条は、大学の責務として「法曹養成

の基本理念にのっとり、法科大学院における教育の充実
（

に自主的かつ 責極的に努める」 と規定しており、法科大

による独自性・多様性を学院では、それぞれの創意工夫による独自性．

発揮し、 ､自主的に教育を充実させることが期待されてい
ます。

2この理念は今後も維持すべきものですが、他方で、法

科大学院全体としての司法試験合格率の低迷といった現

状を踏まえると、 塗豊臺
D ’ 壼己

も

三 戎に特化した真日幻 我大学院とし月

ての役割を十分に果たすことを法令上しっかりと担保す
（ る必要があると考えられることから、今回の改正によ

り、連携法第4条において、法科大学院において酒養す

べき学識等を具体的に規定することとしたところです。

3．また、第4条のうち、菫1号に規定する学識及び篁_二
量に規定する応用能力が.司法試験で共通して問われる科
目に該当する内容であり、第3号に規定する学識とその

応用能力が、

ます。

その上で、

司法試験の選択科亘に該当する内容となり

第4号として､司法試験の出題範囲にとら
われない、 罫”の法曹としての実務害 舌えて酒養すへ

き学識等を規定しています。

1
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(参考1）改正連携法案（抄）

（大学の責務）

第4条大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び

能力並びに素養を酒養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院

における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。

－法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識（専門的な法律知識その他の

学識をいう。以下この条において同じ。 ）

二法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力（法

的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条において同じ。 ）

三前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野

に関する専門的学識及びその応用能力

四次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に掴養す

べき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養

イ法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力

ロ法律に関する実務の基礎的素養

（

(参考2）下位法令（政令以下）における法科大学院の教育内容に係る規定の状況

下位法令においては、専門職大学院設置基準（省令）には教育内容に関する具体的な定めはな

く、専門職大学院に関し必要な事項を定める件（告示）において、 4つの科目群（①法律基本科

目、②法律実務基礎科目、③基礎法学・隣接科目、④展開・先端科目）を規定した上で、全ての

科目群の開設と、学生の履修がいずれかに偏ることのないよう配慮することを規定していたの

み。

（

(内繍■値通)■■■､ (携【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

2



更問1 司法試験合格率の低迷は、法科大学院教育だ

けの問題なのか。司法試験の在り方を含めた全体的

な議論が必要なのではないか。

1 ．制度発足時に法科大学院の参入を広く認めたことか

ら、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模と
なり、そのような中で、 教育の実施状況に課題のある法

科大学院も現れたということについては、率直に認める

必要があると考えています。

（

． もっとも、法科大学院における教育の改革だけで、現

在直面している法曹養成に関する全ての課題が解決でき

2

るとは考えておりません。

制度改正後の司法試験の在り方などについても、今

後、法務省において、文部科学省のほか、大学関係者や

法曹実務家等を構成員とする会議体を立ち上げ、必要な

検討が行われるものと考えておりますが、文部科学省と

してはこうした会議体の場において、法務省をはじめ

関係機関とともに、法科大学院における教育と司法試験

との連携の確保など必要な検討を進めてまいります。（

■値通)■■■(携【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）
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更問2 司法試験で問われる学識等の潤養を法定する

ことは、法科大学院の予備校化につながるのではな

いか。

1 ．法科大学院は、法曹養成に特化した専門職大学院であ

り、その課程の修了者等に司法試験の受験資格が与えら

れるという特別な役割を有しています。
このような位置付けを踏まえれば、司法試験で間われ

る学識等を身に付けさせることは、法科大学院の本来的

な役割であり、予備校化を意味するものではありませ

ん。
（

I
．なお、法科大学院において、実務能力や多様な法分野

を含めて、少人数教育を通じて学修するということにつ

いては、今回の法改正の後も、一切変更はありません。

2

（

【挫細鰐教育局専門縮諦小幡秘(内線)■値通)■■■■､ (携

4



更問3法科大学院の教育内容について詳細を法定す

ることは、学問の自由に抵触するのではないか。

1 ．連携法及びこれに基づく設置基準において教育内容に係

る規定に設けること(注')については、

①改正内容は､個々の科目について特定の事項の教育を強

大まかな科目群ごとの制するものではなく、あくまで、

必修単位数など、目的を達成すそ目的を達成する上での最低限の内容を

予定していること

（ ②設置基準において教育内容を規定することについては、

専門職大学設置基準(注2）同様の事例として、

ること

などから、学問の自E学問の自由

が存在す

には抵触しな巳と認識しています。

．また、法科大学院は、法曹養成に特化した専門職大学院

であり、その課程の修了者等に司法試験の受験資格が与え
られるという特別な役割を有しており、このような位置付

けを踏まえても、塗曹養成教育の水準の維持・向上の観点
から、教育内容について一定の基準を規定することが必要

であると考えています。(‐

(注1）連携法・設置基準の規定

○連携法第4条の規定内容

・法曹となろうとする者に必要とされる学識・能力（司法試験で問われる学識等）

・弁論能力や実務の基礎的素養など将来の法曹としての実務を見据えて掴養すべき学識・能力

・素養 を規定。

○専門職大学院設置基準（文部科学省令）で規定する予定の内容
・修了に必要な単位数を以下の科目群（現在は告示において規定）ごとに規定。

【法律基本科目】憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分

野の科目

【法律実務基礎科目】法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野

の科目

【基礎法学・隣接科目】基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目

【展開・先端科目】先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科

目であって、法律基本科目以外のもの

6



(注2）設置基準における教育内容に係る規定

○専門職大学設置基準（平成29年文部科学省令第33号）の規定内容は以下のとおり。
（専門職大学の授業科目）

第十三条専門職大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一基礎科目 （生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を育成するための授業科目をいう。 ）

二職業専門科目（専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及

び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。 ）

三展開科目 （専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であっ

て、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授
業科目をいう。 ）

四総合科目（修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実

践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。 ）

（卒業の要件）

第二十九条専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一専門職大学に四年以上在学すること。

二百二十四単位以上（基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ二十単位以上、職業専門科

目に係る六十単位以上並びに総合科目に係る四単位以上を含む。 ）を修得すること。

三実験、実習又は実技による授業科目 （やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十

分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目）

に係る四十単位以上を修得すること。

四 （略）

（

○他の事例として、平成3年の大綱化以前の大学設置基準の規定内容は以下のとおり。
（卒業の要件）

第三十二条卒業の要件は、大学に四年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、百二十四単
位を修得することとする。

一一般教育科目については、人文、社会及び自然の三分野にわたり三十六単位

二外国語科目については、一の外国語科目八単位

三保健体育科目については、講義及び実技四単位

四専門教育科目については、七十六単位

2．3 （略）（

【槌課長'高轍弱専門鮪課長小幡郷(内繍■値通)■■■､ (淵■■■
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厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問2連携法第6条第3項四の「連携法科大学院にお

ける教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑

な接続に資するものとして文部科学省令で定める基

準」とは、具体的にどのような内容なのか。

(答）

1 ．改正後の連携法第6条第3項第4号の「文部科学省令

で定める基準」として、現時点においては、連携法曹基

礎課程に求められる事項として、

（

．少なくとも、 法科大学院の既修者コースに入学するた

めに必要な学識・能力を培うこと(注'）
･法科大学院において既修者が学修する内容についても

履修することができるよう、科目の開設や履修におい

て適切に配盧すること（注2）

･呈期卒業の基準を定め、 希望する学生に対して適切な

学修指導を実施するなど教育的配慮を行う体制を構築
(＝ すること

を規定することを予定しています。

(注1）未修者1年次に配当される基本的な法律基本科目。

(注2）既修者1年次に配当される発展的な法律基本科目や、法科大学院教育への導入とし

て、法情報調査に関する科目や少人数かつ多方向授業を行う科目。法科大学院との共同開講

や科目等履修の活用も想定。
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(参考）改正連携法案（抄）

（法曹養成連携協定の締結等）

第6条 （略）

2 （略）

3文部科学大臣は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当

認定をするものとする。

するときは、同項の

一連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育

研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」 という。 ）について、学校教育法第百九条

第六項に規定する適合認定を受けていること。

二連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者

選抜に関し、文部科学省令で定めるところにより、連携法曹基礎課程における科目の単位の

修得の状況を踏まえ、入学者の適性の適確な評価に配慮した公平な入学者選抜を行うことと

されていること。

三法曹養成連携協定に違反した場合の措置その他の法曹養成連携協定の内容が、連携法曹基

礎課程の学生の不利益とならないよう配慮されたものであること。

（

四前二号に掲げるもののほか、 連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教

に適合するものであるこ

と。

（略）4

（

■ ■■■ ■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線） (直通） (携帯）

2



厨天固
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問3連携法第13条第4項で、法科大学院の収容定

員について、文科・法務両大臣が協議を求めること

ができる規定が盛り込まれたが、その理由如何。ま

た、現在想定されている収容定員数とその根拠如

何。

（
(答）

1 ．まず、法科大学院の収容定員に関する法務大臣と文部科

学大臣の相互協議規定を新設した理由ですが、

法科大学院については、

といった要因により、志原

すが、その理由の一つと［

た要因により、志願

修了者の司法試験合格率の低i米

者や入学者の減少が続いていま

その理由の一つとして、法科大学院制度創設時にお

いて、入学定員の総数の上限を定めずに設置基準を満たし

たものを一律に認可し、過大な定員規模となったことが挙

げられると認識しております。

（ 2そのため、今回の改正案においては、法科大学院の入

学定員の総数について、法科大学院制度を所管する文部

科学大臣と司法試験制度を所管する法務大臣が協議の

上、一定の上限を設定して制度的に管理し、法科大学院

入学から司法試験合格までの予測可能性を担保すること

としております。

灰貢涜~訓

1



現状の定員規模である23．収容定員の上限としては、 300

人程度を想定していますが、この人数は、法曹養成制度
改革推進会議決定において、

・亘法試験合格者数について、当面、 1,500人程度は輩出
されるよう、必要な取組を進めること

・法科大学院修了者のうち、累積合格率で概ねフ割程度が

司法試験に合格できるよう充実した教育が行われるこ
と蚕目指すこと

とされていること寮踏まえ、 これらの目標を達成するた

めに必要な法科大学院の定員規模を試算,し、設定したも
のです。(＝

4この定員規模については、法曹需要や社会状況、求め

られる法曹の質といった観点から、適宜皇必要な見直し

を行ってまいります。

(参考）改正連携法案（抄）

（法務大臣と文部科学大臣との関係）

第十三条 （略）

2．3 （略）

4法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保

するため、必要があると認めるときは、 法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の
（

、又は大学その他の法曹の養成に関係する機

関の意見を聴くことができる。

(内線)■値通)■■■■. (淵■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

2



厨藪肩蓼署刀
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問想定1 共通到達度確認試験について、今後、受験対象者

を既修者にまで広げていくのか。

(答）

1 ．平成30年7月に開催された中央教育審議会法科大学院等特別

委員会において、共通到達度確認試験については、本年度から法（
科大学院協会と日弁連法務研究財団が実施主体となって本格実施

すること、その際、未修者教育の質の保証を図る観点を最優先し

て、全ての法科大学院の1年次学生が原則として受験することが

了承されたところです。

2その後、実施主体において検討された結果、本年度に実施する

第1回の本格実施においては、 法科大学院1年次学生のみを対壽

一
一王
犠

、りおてれさ定決、力と
一
」るすと

（

(参考：共通到達度確認試験の経緯）

平成26年度第1回試行試験委託研究 ： （委託先）東大

平成27年度第2回試行試験運営費交付金 ： （支出先）東大、京大、一橋大

平成28年度第3回～5回試行試験運営費交付金： （支出先）上記3大学、神戸大

平成31年度第1回本格実施： （主体）法科大学院協会、 日弁連法務研究財団

【挫諦】高等鮪局専門教舗長小幡泰弘(内線)■値通)■■■■､ 《淵■■■

屋間扇~引

1



更問1 試行試験において、受験対象者を既修者にまで広げ

た目的如何。

(答）

1 ．共通到達度確認試験については、平成27年6月の法曹養成制

度改革推進会議において、 「文部科学省は、将来的に確認試験の

結果に応じて司法試験短答式試験を免除することを想室し、試行
と並行して、法務省の協力も得ながら確認試験の試行データと受

験者の司法試験短答式試験合格状況との相関関係を検証・分析」

するとされたことから、第2回（平成27年度）の試行試験よ

り、昨年度行われた第5回の試行試験までは、法科大学院1年次

のみならず、既修者も含めて法科大学院2年次も対象として行っ

てきたところであります。

（

【担当課長】高鞠鯛専門教育課長小幡瓢(内細■(鯛■■■■(淵■■■

（

2



菫度確認試験の緒芽

含．試験本来の自齢するのか。する坊 HE

(答）

1 ．平成30年12月に開催された中央教育審議会法科大学院等特

別委員会において、共通到達度確認試験について、 「法学未修者

の教育の質の保証の観点から各法科大学院が客観的かつ厳格に進

級判定を行い、学生に対する学修・進路指導の充実を図る基礎と

すること」などを目的としていることから、その成績を各法科大
学院が法学未修者コース1年次から2年次への進級判定の資料の

一つとして活用することが妥当とされたところです。

（
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【担豐淵高等教韻専門鮪課長 ,,燗鯏(内線)■(剛|■■■■(淵■■■
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厨頭丙蓼署刀
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問想定2学部生に対しても試験の間口を広げるということか。

(答）

1 ． （先ほどお答えしたとおり、 ）共通到達度確認試験について、

本年度に実施する第1回の本格実施においては、法科大学院1年
次学生のみを対象とすることが決定されました。

（

2．他方、中央教育審議会法科大学等特別委員会において平成30

年3月に取りまとめられた「法科大学院等の抜本的な教育の改善

・充実に向けた基本的な方向性」においては、共通到達度確認試

験について、法学部法曹コースの修了者の質の保証にも活用され

得ることから、 「法学部の学生も受験できるような開放性のもの
とすることが期待される」とされており、 今後、学部学生も対象

とするかは、実施主体である渉科大学院協会と日弁連法務研究財

団において、文部科学省とも相談しつつ検討されることになりま
す。

(参考1）スケジュール

第5回試行試験 平成31年（2019年） 3月実施

第1回本格実施 令和2年 （2020年） 1月実施

（

(参考2）法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性（平成30

年3月中央教育審議会法科大学等特別委員会） （抄）

○純粋未修者については、入学者選抜のみでは、法科大学院での3年間の教育により

法曹として必要な学識・能力を身に着けさせるための資質・基礎的学力を備えてい

るかを判断するのが困難なところがあるため、進級時に共通到達度確認試験を受け

させることなど、学生の質保証の仕組みを導入・整備することが必要である。な

お、共通到達度確認試験については、 これに加えて、既修者コースや法学部の学生

【挫淵高鋤育烏専門鮪雛小幡泰弘(内線)■値通)■■■(携帯)■■■■

1



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問想定3 「法科大学院公的支援見直し強化・加算プ

ログラム」による加算率の格差は適切なのか、大臣

の見解如何。

(答）

1 ．文部科学省では、平成27年度予算から「公的支援見

直し強化・加算プログラム」を実施し、法科大学院に対

する国立大学法人運営費交付金や私学助成のメリハリあ

る予算配分を通じて、各法科大学院における自主的な組

織見直しや、教育の質の向上のための取組を促進してお

ります。
(参考）平成31年度の各法科大学院の「公的支援見直し強化・加算プログラム」の審査結果

上位9校： 110％東北大学、東京大学、一橋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、

九州大学、慶應義塾大学

下位8校： 75％ 金沢大学、立命館大学、福岡大学

70％ 法政大学

65％ 駒沢大学、専修大学、 日本大学

5％ 南山大学

（

（

2本プログラムにおいては、 司法試験の合稲

壁苣撞により基壁題窒迭室し、さらに、各法科大学院か
ら提案された取組を外部の有識者から構成される審査委

■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■

員会において評価し、加算額を決定 しており、各法科大

学院の教育の成果や努力.を適切に評価する仕組みとなっ
ていると考えております。

灰買涜~引

1
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4． さらに、客観的指標が低い大学に対しては、教育実績
を上げている法科大学院の教員の協力を得て、文部科学

省が教育改善に向けた指導、助言を行っており、引き続

き、メリハリある予算配分を通じて、各大学の教育の質

の向上等を促してまいります。

（

【担当課長】鰐教鯛専門教育課長,,､幡鯏(肉細■値通)■■■(携帯)I■■■■
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厨頭府蓼著刀
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問想定4大学院生への経済的支援の大半が大学独自で行わ

れている現状について認識如何。

(答）

1 最新の実績値である平成29年度のデータでは、法科大学院在

籍者4，755人のうち、48．5％に当たる2,305人が、各大学がそれ
(＝
ぞれに定める基準で実施する給付型奨学金や授業料減免、または

日本学生支援機構の貸与型奨学金などの経済的支援を受けており

ます。
■■■■■■■■■■■■■■

2． このうち、大学院生への授業料減免措置につきましては、現在

も国立大学法人運営費交付金等を活用し、実施しているものと承

型しており、引き続きしっかりと対応してまいりたいと考えてい

ます。

（．
(参考）平成30年度入学者選抜を実施した法科大学院の授業料（年額）の平均額

国立大学80.4万円、 私立大学97.6万円

(参考）国立大学・私立大学に対する授業料減免措置（2019年度予算額）

国立大学法人運営費交付金：365億円（うち大学院生：92億円）

※大学院生を含めた免除対象人数：6万6千人（うち大学院生： 1万7千人）

私立大学等経常費補助金： 177億円

※大学院生を含めた免除対象人数：9万6千人

【担豐淵熊教育局専門鮪課長小幡鍬(淵■値通) |■■■､ (淵■■■■
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厨天国
令和元年5月8日 （水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

蕊露悪 bの力､c

(答）

1 ．今回の改正案においては、学部の早期卒業を前提とし

た法学部3年と法科大学院2年のルート （3プラス2）(“

の制度化によって、
q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

在学中受験を含めて、時間的・経済

的負担の軽減を図りたいと考えております。

2また、在学中受験資格の導入後も、法科大学院は、プ

ロセスとしての法曹養成制度の中櫨として、 将来の法曹
であり、法科大学

を受験し、これに

ま理論

院在学中受験資格に基づいて司法試験を受験し、これに

合格した者については、司法試験の合格に加えて法科大

学院の修了を司法修習生の採用要件とすることとしてい

ます。（

3． このように、文部科学省としては、プロセスとしての

しつつ、 3プラス2

のルートをいわば

おります。

票準的な運用としていきたいと考えて

關房~可

1

I 、



更問3プラス2を標準的な運用とするということだ
が、未修者教育についてはどのように考えるのか。

(答）

1 ．今回の改革後も、法科大学院において、法学未修者を

含む多様な人材を法曹として養成するという基本理念に

変更はありません。

2したがって、今回の改正案においては、入学者の時期

ニー友塗豊について、未修者や社会人に対する配盧義務を
(＝

退室することとしております。

S. さらに、法改正と併せた改革として、

･未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある

予算配分の継続、

･各法科大学院が共通して客観的な進級判定を行う仕組

みである「共通到達度確認試験」の本格実施

といった取組を推進するとともに、引き続き、虫央教育
審議会法科大学院等特別委員会において、未修者教育の

<』
改善方策につし ､て御議論し ､ただ<など、法曹となる者の

多様性の確保に努めてまいります。

【纏当淵謝育局専門教育識,,噸瓢(内繍■値通)■|■■(淵■■■■

2



厨天固
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問想定6法科大学院在学中に司法試験受験資格を認め
ると、法科大学院入学後すぐに受験勉強を始めること
となり、実質的に法科大学院教育が不要になるのでは
ないか。

(答）

1 ．各法科大学院においては、司法試験の在学中受験に対応
するため、

驚吾駕篭蕊篶轌型旦(季律基

C

･司法試験の後に、より実務に即し自身の関心に沿った内
容の科目（展開先端科目）を

配当するよう､虫リキュラムの見直しが行われるものと考え
ています。

(身

います。

…

1



在学中受験は、法科大学院のカリ3．文部科学省としては、

キュラムに密接に関係があることから、改正案が認めら
れれば、法務省が立ち上げる司法試験の在り方を検討す

るための会議体とも密接に連携しつつ、中央教育審議会

において、法改正を踏まえた法科大学院のカリキュラム

の在り方を検討してまいります。

【担当淵高等教育局専門教育課長 /1､幡鯏(内線)■(直通)■■■､ (携帯)■■■■(一

(＝

2



局面肩蓼署刀
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問想定7 司法制度改革では、 「豊かな人間性の酒養」を目

指していたが、在学中の受験資格を認めると、詰め込み教

育になることで、当初の豊かな人間性の潤養を行うことは

難しくなるのではないか。

(答）

1 ．法科大学院は、 吃制度の中核呪了
ロ 」 とし

〈似 て、質・量ともに豊かなプロフェッションとしての法曹の養成を
目指して創設されたものであり、今回の改革案においてもこの理

念を堅持しつつ、

①専門的な法知識の修得

②創造的な思考力の育成や先端的な法領域の理解

③実務基礎教育

人間性豊かな法曹を養成していくを通じて、 こととしています。

2.現在も、各法科大学院において特色ある教育が行われています

が、今回の改正案においては、法曹となろうとする者に必要と

<→ される学識・能力をはじめ、 法科大学院において酒養すべき学

識等を具体的に規定し、法科大学院教育の充実を図る.こととし
たものです。

(参考）早稲田大学 「ソーシャルイノベーターコース」

環境・人権・開発などの公益的な活動を行い、将来は立法活動の支援や行政機関への

助言・提言、社会的起業（ソーシャル・ビジネス）などを志す学生を対象としたコー

ス。公益的活動の「現場」を積極的に経験させ、 「挑戦する法曹」の育成を目指す。

(参考）岡山大学 「地域組織内法務（ネットワーク・セミナー） 」

メーカー、小売業などの地域の企業、医療法人、 自治体等で活躍する組織内弁護士・

法務担当者をゲストスピーカーとして招き、事業内容を踏まえたうえで、法務業務の

現状や課題について、具体的な事例を題材に学ぶ。

灰買涜~刺

1



3． また、在学中受験資格により司法試験を受験する学生にとって

は、受験までの学修期間が短縮することになりますが、

。司法試験受験に先立つ教育の充実が図られることはもちろん、

受験後に、生_且睾遥'三塁I_L皀皇里閨迫些全三上皇隆型亜_三_と
が可能となること

・在学中受験資格に基づいて司法試験を受験し， これに合格し

た者については，司法試験合格に加えて法科大学院修了が司

法修習生の採用要住となること

により、むしろ「プロセス」としての法曹養成制度の中核であ

る塗科大学院教育の理念に沿ってその充実に資すゑものと認識
しています。

(-－

【槌課長】高轍弱専門鮪課長,,､幡鯏(内線)■(剛|■■■(淵■■■■

(＝

2



厨頭府蓼著刀
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問1 司法試験合格者に占める非法学部出身者の割合はなぜ
低下しているのか。また、それに対する今後の対策をどう考
えているのか。

(答）

1 ． 司法試験における法科大学院修了者の司法試験合格者に占める

非法学部出身者の割合は、法務省が公表する資料では、平成19年〈
司法試験の約22％が最も高い割合となっており、平成30年は約

13％と低下しています。

その要因としては、

①全体の法科大学院入学者数が最大となった平成18年度の

5，784人から、平成31年度には1，862人に減少（約7割

2

越とする中、非法学部出身者は、最大であった平成16年度

の1,988人から平成31年度の346人に鐵少（約8割減)_し
ていること

②また、鎧に既修者コース以上に未修者コースの合格率が低
くなっていること

（参考）募集継続校36校の累積合格率は全体で7割弱、既修者コースで8割弱であ

る一方、未修者コースで5割弱

などが、司法試験合格者に占める非法学部出身者の割合の低下

につながっていると認識しています。

<‐

3．今後の対策につきましては、 法科大学院協会が日本弁護士協会

と協なし実施している 法学部出身者も含めた法曹に関心のある

学部学生等への法科大学院や法曹の魅力を発信する取組を引き続

き支援してまいります。

灰貢涜~引

1



4． また、

①中央教育審議会法科大学院等特別委員会において、よりきめ■

未修者教育の改善方策につ細やかな教育支援の在り方など、

いて具体的に議論いただくとともに、
②文部科学省として、法科大学院教育の一層の充実を図る観点

から、法科大学院への入学者数や司法試験合格率といった数
値目標のほか、未修者・社会人の入学者割合や司法試験合格
率といった数値目標を設定し、継続的に把握・検証を行い、

未修者教育の改善・充実をしっかり進めてまいります。

【鵬課長】高等教弱専門教育識小幡鯏(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■(＝

(_，

2



厨頭丙蓼署刀
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問2純粋未修者の合格率向上や地域の拠点としての法科大

学院の役割は重要であると考えるが、文部科学省の今後の決

意如何。

(答）

1 ．法科大学院において、 ヨ
|■■■

(．
するという役割は重要 であると考えており、今回の改正案におい

法科大学院入学者の多様性の確傷 を一層促進するため、入
■■■■■■

ては、

学者選抜の時期・方法等について、未修者などに対する配盧義務

を規定することとしています。

(参考）考えられる未修者への配慮の例

･各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

･法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

2．また、 法改正と fせた改革として、

①未修者教育への支援を含む

鐘や、
②憲法、民法、刑法で構成さオ刑法で構成され

メリハリある予算配分（※1）の継

(＝

る ｢共通到達度確認試験（※2） 」

の本年度からの本格実施
といった取組を推進するなど、

胃に努めたいと 言えております。

(※1）

国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金において、司法試験合格率や

定員充足率等の客観的指標に基づき法科大学院を3類型に分類し、基礎額算定率を設

定するとともに、各法科大学院から提案された取組内容に応じて加算率を設定。

(※2）

各法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行うことができるよう、全法

科大学院が共通の問題を用いて統一的に学生の到達度を確認するための試験。

灰貢扇~訓

1
●
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3．次に、地域の拠点としての法科大学院の役割についてですが、

は、必ずしも自大学今回制度化する法科大学院と法学ロとの連

法科大学院が存在だけではなく、他大学との連携も可能であり、

しない地域の大学との連携は、地方における法科大学院への進学

機会の確保の観点から、必要性が高いと認識しています。

4.現に今回の制度化を見据え､法科大学院を設置していない地方

大学においても、法学部に法曹コースを設置する検註が進められ
ており、文部科学省としては、法曹コースのためのガイドライン

の策定等を通じて、各大学・大学院における法曹コースの設置を
奨励してまいります。(〃
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の制度化を見据えた大学間協定（法科大学院一也大学法学部）の例

東北大学法科大学院・新潟大学法学部

中央大学法科大学院・信州大学経法学部

神戸大学法科大学院・鹿児島大学法文学部

中央大学法科大学院・鹿児島大学法文学部

神戸大学法科大学院・新潟大学法学部

中央大学法科大学院・新潟大学法学部

神戸大学法科大学院・熊本大学法学部

九州大学法科大学院・熊本大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・熊本大学法学部

中央大学法科大学院・熊本大学法学部

慶應義塾大学法科大学院・新潟大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・新潟大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・明治学院大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・信州大学経法学部

(蒙

趾ﾕｰ坐

1、
5． 中央教育審議会における議論を踏まえ、法科大学院における入

’
学者選抜について、 元を願で

方向で検討していると鄙DB＝巴

ころです。

※法案が成立した後、カイドライン等で規定することを検討。 J

【担当細高舗鯛専門教育雛小幡郷(肉繍■(剛■|■■■､ (携帯)■

2



厨天国
令和元年5月8日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問3法科大学院制度を残し発展させていくのであれ
ば、法科大学院の使命として、単に司法試験に合格さ
せるだけでなく、合格できなかった修了生も社会で評

価されるようになることが重要と考えており、国民に
しっかりアピールすべきと考えるが、大臣の認識如

何。

(答）

1 ．法科大学院は（ 法 であ三F目脂

り、司法試験に合橿できるような充実した教育を行うと
いう重臺な役割を担っていますが、その修了者は高い法
的素養を備えた人埜として多様な分野で活躍することが
期待されています。

2このため、文部科学省においては、法科大学院に対
リハリある予算配分を行う中で、 企業や自治体等し、 メ

に対して
重点的な支援を行っています。

3． こうした取組への支援を継続するとともに、法科大学
院の修了者のうち、法曹資格を有しない者であっても、

…固…として、公務員や企業の
法務部門に就職して高い評価を得ている事例もあり、会

L

議、パンフレットやホームページで企業や大学等を含め

広く固圭且を図ってまいりたいと考えています。
※l 修了生に対する企業の満足度：平成27年度「法科大学院修了生の活動状況に関する
実態調査」

非常に満足28%、満足41%、どちらでもない27.3%、不満2.7%、非常に不満0.9％

※2平成29年度に司法試験受験期間を満了した平成24年度の法科大学院修了者の状況
･僅工萱_生理2-▲のうち、司法試験合格者： 1,857人、不合格者： 1,602人
・不合格者のう迄、前職復帰・継続を含む就職:300人、不明: 1,237人等
・戯職者のう迄、公務員: 101人、企業の法務部門: 25人、企業、隣接職種: 105人
等

【挫淵高等教育開門鮪課長 ,,､幡鯏(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■

1
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厨天国
令和元年年5月8日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

淵 1口'6

琶の析本的改至も含め‐全

(答）

1 ． プロセスとしての法曹養成制度の中核である法科大学

院を魅力あるものとするためには、今回の改正案によ（

り、法科大学院教育の充実と、

漣を図り、予測可能性の高い法曹養成制度を確立する
とを目指します。

一
」

2これをより実効性のあるものとするために、

①m央教育審議会法科大学院等特別委員会等におい
て、法科大学院の 見直しなどについてカリキュラム

具体の検討を進めるとともに、

②法案成立後に法務省が設置する予定の大学関係者や
法曹実務家等を構成員とする合議体に文部科学省もし

撞煙望'三参画し、司法試験の在り方も含め検討を行
一

つ
■■■■■■

ことなどにより、今回の制度改革の実現に万全を期した

里と考えております。

3． また、文部科学省として、法科大学院教育の一層の充
実を図る観点から、

食撞至上I,､D上迦直亘掻童設定し、懇続的に把握・検証
を行い、 法科大学院教育の改善・充実をしっかり進めて

1■■■■■■■■■■■■■■■■■

まいります。

灰貢勗~罰
1

ホ
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4． これらの取組により、法曹を志望する有為な若者が安
■■■■■ﾛ■

心して法科大学
戸

を整える
ベ<、 法科大学院玩･ノ

ご険毎

◎

■値通） ■■■､ (携【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）
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F商~聿扇壼 壽 二 悪喜司
(答）

1 ．平成27年6月の政府の法曹養成制度改革推進会議決定

においては、予備試験の在り方について、 「平成30年度

までに行われる法科大学院の集中改革の進捗状況に合わ

其エ、法務省において、予備試験の本来の趣旨に沿った者
の受験を制約することなく、かつ、法曹養成制度の理念を

阻害することがないよう、必要な制度的措置を講ずること
を検討する」とされています。

／
／
Ｉ
、

2文部科学省としては、今回の法科大学院改革をしっかり

と進めることが最優先であり、予備試験については、その
■■■■■■■■■■■■■

実施状況等を踏まえ､法務省において必要な検討が行われ
るべきものであると考えております。

3．なお、法務省において検討されるべきものであると承

知していますが、予備試験の本来の制度趣旨を踏まえて

議論をしていただきたいと考えており、文部科学省とし

ても必要な協力をしてまいりたいと思います。（

【担鍛長】高等教育局専門鮪諦小幡瓢(内線)■(鯛■■■■(携帯)■■■■

3


